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平成２９年度中山間地域等直接支払事業の実施状況について 

 

１ 概要 

  平成１２年度に始まった本制度は、平成２７年度からは平成３１年度までを

対策期とする第４期対策が始まりました。 

   第４期対策の３年目に当たる平成２９年度においては、協定数は１，１８

６協定（対前年度２９協定の減少）、交付金対象農用地は１２，９２８ｈａ（同

１１３ｈａの増加）でした。 

   対策期の切替年度に当たる第３期最終年度（平成２６年度）から第４期初

年度（平成２７年度）にかけて交付対象農用地は約７００ｈａ減少しましたが、

３年目に入り集落での話し合いなどが進んだ結果、５割程度回復しました。 

 また、各種加算について、集落連携・機能維持加算では新たに６協定が、超

急傾斜農地保全管理加算では新たに１３０協定が取組を開始しました。 

    

２ 実施状況 

 （１）市町村数 

        すべての市町村（１９市町村）で実施されました。 

 

 （２）協定数 

        平成２９年度の協定数は１，１８６協定であり、集落間での協定統

合による減少が含まれていることによるものであり、協定統合によら

ない実質的な増加は２協定でした。 

 

［協定数］                 （単位：協定数）    

 平成 29 年度 
Ａ 

平成 28 年度 
Ｂ 

増減 
Ａ－Ｂ 

集落協定 1,135 1,164 △29 

個別協定 51 51 0 

合 計 1,186 1,215 △29 

    （注）集落統合によらない協定数の増加 ２ 

       協定統合によらない協定数の減少 １、協定統合による協定数の減少 30 

 

 （３）交付対象農用地面積等 

平成２９年度の交付金対象農用地は１２，９２８ｈａであり、前年
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度から１１３ｈａの増加となりました。 

［農用地面積］                 （単位：ha）    

 平成 29 年度 
Ａ 

平成 28 年度 
Ｂ 

増減 
Ａ－Ｂ 

集落協定 12,183 12,120 63 

個別協定 745 695 50 

合 計 12,928 12,815 113 

 （単位：ha） 

 田 畑 草地 採草放牧地 合計 

急傾斜 6,572 58 0 441 7,071 

緩傾斜 5,369 179 2 21 5,571 

隠岐地区平坦地 239 16 5 0 260 

高齢化・耕作放棄地率 0 26 0 0 26 

合 計 12,180 279 7 462 12,928 

 

（４）交付金額 

平成２９年度に各集落協定及び個別協定に交付された交付金額の総

額（国費、県費、市町村費の総額）は、１，９１３百万円であり、前

年度から３６百万円の増加となりました。  

［交付金額］                （単位：百万円）    

 平成 29 年度 
Ａ 

平成 28 年度 
Ｂ 

増減 
Ａ－Ｂ 

集落協定 1,870 1,834 36 

個別協定 43 43 0 

合 計 1,913 1,877 36 

 

 （５）協定の取組内容 

平成２９年度においても、前年度同様に約８割の協定が農業生産性

の向上などの前向きな活動実施を要件とする体制整備単価(交付単価の

１０割交付）により取り組んでいます。体制整備単価の取組内訳とし

ては、大半の協定がＣ要件（集団的かつ持続可能な体制整備）を選択

しています。 

また、加算については、集落連携・機能維持加算による取組を２８

協定（対前年度６協定の増加）が、超急傾斜農地保全管理加算による
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取組を３１６協定（同１３０協定の増加）が実施しています。 

［単価別協定数］              （単位：協定数）    

 平成 29 年度 
Ａ 

平成 28 年度 
Ｂ 

増減 
Ａ－Ｂ 

基礎単価 277 284 △7 

体制整備単価 909 931 △22 

合 計 1,186 1,215 △29 

 

［単価別面積］                 （単位：ha）    

 平成 29 年度 
Ａ 

平成 28 年度 
Ｂ 

増減 
Ａ－Ｂ 

基礎単価 1,688 1,738 △50 

体制整備単価 11,240 11,077 163 

合 計 12,928 12,815 113 

 

［体制整備単価の取組内訳］         （単位：協定数）    

 実施協定数 

Ａ要件（農業生産性の向上） 104 

Ｂ要件（女性・若者等の参画を得た取組） 21 

Ｃ要件（集団的かつ持続可能な体制整備） 772 

    （注）延べ協定数（複数要件に取り組んでいる場合もあり） 

 

［加算の取組内訳］          （単位：協定数、ha）   

 実施協定数 面積 

集落連携・機能維持加算 28 1,424 

 集落協定の広域化支援 26 1,416 

小規模・高齢化集落支援 2 8 

超急傾斜農地保全管理加算 316 1,279 

 

（注）簡易統合した協定の計上について 

平成２８年度から協定統合の形態として、簡易統合（統合後も従来の

協定ごとに活動を行う形態の統合）が認められたが、簡易統合した協定

は１協定として計上している。また、その中で基礎単価協定と体制整備

単価協定が併存する場合には、体制整備単価協定として計上している。 
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【用語について】 

① 基礎単価 

適正な農業生産活動等に取り組む場合の単価（体制整備単価の８割） 

  ②体制整備単価 

適正な農業生産活動等に加えて、農業生産性の向上など前向きな活動に

取り組む場合の単価（１０割単価）で、Ａ要件、Ｂ要件、Ｃ要件から選択

して実施 

      ○Ａ要件 

農業生産性の向上への取組（①機械・農作業の共同化、②高付加価

値型農業、③生産条件の改良、④担い手への農地集積、⑤担い手への

農作業の委託の中から原則２つ以上を選択して実施） 

   ○Ｂ要件 

女性・若者等の参画を得た取組（①新規就農者による営農、②農産物

の加工・販売、③消費・出資の呼び込み の中から１つ以上を選択して実

施） 

      ○Ｃ要件 

集団的かつ持続可能な体制整備（協定参加者が活動等の継続が困難と

なった場合に備え、活動を継続できる体制を構築） 

  ③集落連携・機能維持加算 

      ○集落協定の広域化支援 

複数集落以上が連携して広域の協定を締結し、新たな人材を確保し

て、農業生産活動等を維持するための体制づくりを行う場合に協定農用

地全体に加算される。 

      ○小規模・高齢化集落支援 

本制度の実施集落が、小規模･高齢化集落の農用地を取り込んで農業

生産活動を行う場合に新たに取り込んだ農用地面積に加算される。 

  ④超急傾斜農地保全管理加算 

超急傾斜地の農用地の保全や有効活用に取り組む場合、該当の農用地

面積に加算される。 

 

   


